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 項目 実施主体 概要 

事
業
主
へ
の
支
援 

コレワーク（矯正就労支

援情報センター） 

矯正就労支援情報

センター（法務省） 

事業主の方が刑務所出所者等を雇用するための各種サポート（雇用情報提供、採用手続

き支援、就労支援相談窓口など）を実施 

協力雇用主制度 保護観察所 犯罪や非行をした人の自立や社会復帰への協力を目的として、犯罪や非行をした人であ

るという事情を理解したうえで雇用する事業主。登録することにより保護観察対象者を

雇用する場合に刑務所出所者等就労奨励金の支給や公共事業などの入札の優遇措置を

受けられる 

刑務所出所者等就労奨

励金制度 

保護観察所 犯罪や非行をした人を雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主

に対して奨励金を支払う制度 

就労・職場定着奨励金 最大 48万円、就労継続奨励金 最大 24万円 計 最大 72万円  

身元保証制度 保護観察所 身元保証人のいない犯罪や非行をした人を雇用した日から最長１年間、事業主に業務上

の損害を与えた場合、被保証者１人あたり 200万円を上限として見舞金を支払う制度 

協力雇用主の栄典・表彰 保護観察所 法務大臣による表彰のほか、特に高い功績のあった者に藍綬褒章授与 

トライアル雇用制度 保護観察所 

ハローワーク 

職務経験不足などで就職が困難な人を原則３か月間試行雇用することで正規雇用への

移行のきっかけを目的とした制度 

保護観察者を対象に試行的に雇用した協力雇用主に対し最長３か月４万円／月（最大） 

公共調達優遇措置 保護観察所 法務省発注の矯正施設にかかる工事の一部の競争入札において、協力雇用主による保護

観察対象者の雇用実績を評価する総合評価落札方式を採用 

入札参加資格評価項目

に「協力雇用主」を追加 

横須賀市 市内事業者向けの工事入札で導入している総合的な企業評価を行う格付け制度におい

て、犯罪や非行をした人を雇用し立ち直りを助ける協力雇用主を評価し、また、社会貢

献の意欲を高めるため、「協力雇用主」の評価項目を追加 

入札参加資格等級格付

け加点評価に「再犯防止

への取組状況」を追加 

神奈川県 協力雇用主が刑務所出所者等を雇用するインセンティブとなるよう、保護観察対象者等

を雇用した協力雇用主に対し、等級格付けにおける加点評価を行う 

資
料
２
－
２
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 項目 実施主体 概要 

事
業
主
・
出
所
者
等
双
方
へ
の
支
援 

職場体験講習、 

セミナー・事業所見学会 

保護観察所 

ハローワーク 

犯罪や非行をした人に、実際の職場環境での業務体験や職場や社員寮の見学をしてもら

うことで、就労意欲を喚起し、雇用を促進するとともに、雇用主に犯罪や非行をした人

について知ってもらう取り組み。 

更生保護就労支援事業 

・就職活動支援 

・職場定着支援 

民間事業者 

(委託元) 

保護観察所 

国が民間事業者に委託し、犯罪や非行をした人のうち就労が困難なものについて、きめ

細やかな就職活動の支援と、職場定着の支援を行う事業 

矯正施設の就労支援専

門官・就労支援スタッフ 

矯正施設 キャリアコンサルタント等の就労支援にかかわる資格を持つ就労支援専門官・就労支援

スタッフを配置し、専門知識を生かして就労支援対象者との面接、ハローワークや事業

主との連絡調整等を実施 

出
所
者
等
へ
の
支
援 

受刑者等専用求人 ハローワーク 犯罪や非行をした人を対象とした求人 

ハローワーク相談員の

矯正施設への駐在 

矯正施設、 

ハローワーク 

一部の矯正施設では、ハローワークの相談員が矯正施設に駐在して就労支援を行う取り

組みを実施 

就労支援指導・職業生活

設計指導 

矯正施設 就労支援指導の必要がある人に対し、刑事施設では就労支援指導、少年院では職業生活

設計指導・企業説明会を実施 

職業訓練・職業指導 矯正施設 雇用ニーズを踏まえた多様な職業訓練及び職業指導を行っておりこれらを受けること

で就労後役立つ資格を取得することができる 

法務少年支援センター 法務省 採用後に仕事や職場の人間関係等に関する問題や悩みがあった場合には、心理学等を専

門とするスタッフが事業主や採用者からの相談を受ける 

保護観察対象者の雇用 神奈川県 保護観察対象者の円滑な社会復帰に向けて、民間企業等への就労へと繋げていく取組と

して、県保護司会連合会から推薦を受けた保護観察対象者を県の会計年度任用職員とし

て雇用 
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 項目 実施主体 概要 

出
所
者
等
へ
の
支
援 

生活困窮者自立相談支

援事業 

横須賀市 働きたくても働けない、住む所がない、など個別の状況に合わせた支援を行い、生活保

護の手前で支え、自立の促進を図る事業 

生活保護費支給事業 横須賀市 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、そ

の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度 

生活保護実施事業 横須賀市 被保護者に対して就労支援を行い、自立に向けた援助を実施 

危険物取扱者試験受験

準備講習会 

横須賀市 社会復帰のため危険物取扱者の資格取得を目指す久里浜少年院の少年たちに、横須賀危

険物安全協会が試験対策テキストを寄贈し、予防課職員が講師となり１日（午前・午後）

講習会を実施 

生活困窮者及び生活保

護受給者に係る就労支

援・就労体験 

横須賀市 「働きたいけれど仕事が見つからない」「履歴書の書き方や、面接の仕方のアドバイスを

してほしい」などの就労支援や、ひきこもりの方の就労体験の支援を実施 

よこすか就職応援ポー

タルサイト（市ＨＰ） 

横須賀市 仕事を探している人の状況や希望に応じた就職関連ポータルサイト 

 


